
第１７５回福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議 

 

１ 日時 令和５年２月２４日（金）１６：００～１６：０９ 

２ 場所 危機管理センター災害対策本部会議室（ペーパーレス会議） 

３ 議事 

（１）新型コロナウイルス感染者の状況等について 

（保健福祉部長） 

５ページ、資料１をお願いいたします。 

【資料１】 

昨日（２３日）の新規陽性者数は、１１９人です。 

  次に、４ページ。 

２３日現在の療養者の状況です。 

確保病床の入院者は、１０４人です。このうち、重症者が０人となっております。なお、

確保病床外に入院している方も含めた入院者数は１５０人です。 

宿泊療養施設入所者数は、５１人となっております。 

病床等の状況についてでございます。 

即応病床数については、 ２月９日から６６９床の体制へと移行を進めている途上でご

ざいますが、 本日時点で６７８床となっております。 

次に、６ページ 

人口１０万人当たりの１週間の新規陽性者数は、９３．６１人。 

前の週からさらに減少し、７月上旬以来、７か月半ぶりに１００人を下回りました。 

次に、８ページ 

確保病床の使用率は、１３．６％。 

引き続きレベル１の水準となっております。 

次に、１１ページ 

「重症者用の病床使用率」が、０．０％、 

発熱外来患者の状況を示す「一週間の医療機関報告新規陽性者数」が、１，３６８人 

 となっております。 

インフルエンザが流行期に入っていることや「保健医療の負荷の状況」等を総合的に勘

案いたしますと、引き続き「レベル２」と考えております。 

 



【資料３】 

次に、１３ページ、資料３をお願いいたします。 

無料検査の期間の延長についてです。 

感染不安を感じる県民を対象とした無料検査について、「３」の期間のとおり、     

３月３１日まで延長いたします。 

検査実施場所は県内２０５箇所に整備しており、県のホームページに詳細を掲載してお

ります。 

（２）新型コロナワクチンの接種状況等について 

（病院局長） 

１４ページ、資料４をお願いします。 

【資料４】 

２月２１日時点の接種実績については記載のとおりになります。 

このうちオミクロン株対応ワクチンの接種回数につきましては、 

累計で、９７６，２５６回、全人口に対する接種率は ５３．０％で 

全国における接種率４３．６％を ９．４ポイント上回っております。 

次に、資料はございませんが、一昨日（２／２２）、国の「厚生科学審議会 予防接種・

ワクチン分科会」が開催され、新型コロナワクチンの今後の接種の在り方について審議が

行われました。 

その中で、２０２３年度においては、特例臨時接種を延長して接種を継続すること、ま

た、重症化リスクが高い方等を対象として、２０２３年内に２回の接種を行うこととし、

まずは春から夏にかけて接種を行うこと、さらに、全ての年齢の方を対象として、秋から

冬にかけて接種を行うことなどが了承されました。 

委員からは、実施にあたって自治体の意見をしっかり聞くこと等について、意見があっ

たところであります。 

県としては、今後の国の対応を注視するとともに、新型コロナワクチンをできるだけ多

くの方が接種できるよう、引き続き接種促進に取り組んでまいります。 

（金光教授） 

  先ほど来、御報告ありましたが、感染者数は今、減少傾向ということで、これについて

は大変喜ばしいことと考えております。 

ただ一方で、複数の陽性者がいる施設も、今もあるということで、これも現実だという

ことを忘れていただきたくはないと思います。 



マスクをすることがパーフェクトではありませんが、感染率を明確に下げるというエビ

デンスは複数存在しますし、これについてはもう議論の余地がないということであります。 

ですから、感染者数が減ったとしても、マスクを含めた基本的感染対策を引き続きやっ

ていただければと考えています。 

（知事） 

  全国の新規陽性者数は、前の週の同じ曜日を下回る日が多く、減少傾向が続いています。 

福島県においても、１月中旬以降、新規陽性者数は減少傾向にあり、最近では五百人を

下回る日が続いています。 

改めまして、医療の現場で懸命に御尽力いただいている医療関係者の皆様に、深く敬意

と感謝の意を表します。また、こうした減少傾向に御協力をいただいている県民の皆様、

事業者の皆様に心から感謝を申し上げます。 

一方で、インフルエンザの患者数は、全国では、定点当たりの患者数が注意報のレベル

を超えています。県内においても、流行開始の目安となる「１」を超える状況が続いてい

ますので、引き続き注意が必要です。 

感染対策としては、新型コロナもインフルエンザも同じです。症状が出た場合に備えて、

検査キットや解熱鎮痛薬などを事前に準備しておくとともに、他の方に感染させてしまう

可能性のある期間を把握の上、感染拡大防止に努めてください。 

また、花粉症のシーズンを迎え、くしゃみや鼻水などの症状のある方が増えてきました。 

花粉症だと思っていたら、実は新型コロナに感染していたということがあるかもしれま

せん。いつもの花粉症だと決めつけることなく、普段と異なる行動をした場合などには、

新型コロナの感染を疑い、気になる方は検査を受けましょう。 

また、花粉症シーズンでも換気は重要です。花粉の流入を避けながら十分な換気をお願

いします。 

先般、国において、マスク着用の考え方が見直され、３月１３日から、個人の主体的な

選択を尊重し、着用については個人の判断に委ねることを基本とする方針が決定されまし

た。 

しかし、この決定により感染対策が不要になるわけではありません。見直しが適用され

るまでは、引き続き、屋内において、人と人との距離が確保でき、会話をほとんど行わな

い場面などを除いて、マスクの着用をお願いします。 

また、３月１３日以降も、医療機関の受診時や高齢者施設等を訪問する時、混雑した電

車やバスに乗車する時などは、マスクの着用が推奨されています。３月は、人が集まる機



会が多い時期でもあるため、高齢者等、重症化リスクの高い方への配慮をお願いします。 

新型コロナウイルスの新規陽性者数は減少傾向にありますが、御自身と大切な方の命を

守るためには、今後も気を緩めることなく、基本的な感染対策の徹底や、ワクチン接種な

ど、感染対策を続けていくことが重要です。 

引き続き、県民の皆様、事業者の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。 

  


